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『徒
然
草
』
第
九
十
七
段
に
お
け
る

「荘
子
」
再
考

は
じ
め
に

『
徒
然
草
』
の
中
で
、
第
九
十
七
段
は
、
第
七
段
、
第
二
十
八
段
と

並
ん
で
、
『
荘
子
』
の
語
句
と
の
具
体
的
な
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

章
段
で
あ
る
。
次
に
掲
示
し
た
の
は
、
そ
の
全
文
で
あ
る
。

そ
の
物
に
付
き
て
、
そ
の
物
を
費
し
そ
こ
な
ふ
物
、
数
を
知
ら
ず

あ
り
、
身
に
風
あ
り
、
家
に
鼠
あ
り
、
国
に
賊
あ
り
、
小
人
に
財

あ
り
、
君
子
に
仁
義
あ
り
、
僧
に
法
あ
り
。

「小
人
に
財
あ
り
、
君
子
に
仁
義
あ
り
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、

『
野
槌
』
以
来
、
『
荘
子
』
・
外
篇
の
騨
栂
篇

「
天
下
尽
殉
也
。
彼
其
所
レ

殉
仁
義
也
、
則
俗
謂
二
之
君
子
「
其
所
レ
殉
貨
財
也
、
則
俗
謂
二
之
小
人
「

其
殉

一
也
。
」
が
、
主
な
出
典
と
ｔ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
荘
子
の
根

本
思
想
は
、
無
為
自
然
と
万
物
斉
同
で
あ
る
。
こ
の
根
本
思
想
を
展
開

す
る
た
め
に
、
荘
子
は
、
儒
家
の
仁
義
道
徳
と
盗
賊
を
同
様
に
扱
う
の

で
、
兼
好
が

『
荘
子
』
を
踏
ま
え
た
上
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
明
か
で

あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も

『荘
子
』
と
完
全
に

一
致
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
の
違
い
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
荘
子
が
自
ら
の
理
論

陳
　
乗
　
珊

の
正
当
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
儒
家
の
仁
義
道
徳
を
根
本
的
に
否
定

す
る
の
に
対
し
て
、
兼
好
は
、
「仁
義
」
、
「法
」
そ
の
も
の
に
否
定
的

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
場
合
の
弊
害
を
指
摘
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
『荘
子
』
本
文
よ

り
、
『
荘
子
』
の
注
釈
書
―

『
南
華
真
経
注
疏
』
の
解
釈
と

一
致
し
て

い
る
。

『南
華
真
経
注
疏
』
に
お
け
る

一
つ
の
特
徴
と
し
て
は
、
荘
子
の
根

本
思
想
を
解
釈
す
る
際
、
『荘
子
』
本
文
の
よ
う
に
、
「
至
人

・
神
人

・

聖
人
」
の
よ
う
に
絶
対
的
な
超
越
者
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
「率
性
」

（性
分
に
し
た
が
）３
、
「自
得
」
を
強
調
し
、
更
に
仏
教
教
理
を
取
り
入

れ
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
『
南
華
真
経
注
疏
』
に
注
目

し
、
『徒
然
草
』
第
九
十
七
段
に
お
い
て
、
「荘
子
」
が
ど
の
よ
う
に
受

容
さ
れ
て
い
た
か
を
再
考
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

『徒
然
草
』
に
お
け
る

「仁
義
」
と

『南
華
真
経
注
疏
』
に
お
け
る

「盗
路
」

『徒
然
草
』
第
九
十
七
段
に
お
い
て
、
「
そ
の
物
に
付
き
て
、
そ
の
物



を
費
し
そ
こ
な
ふ
物
」
と
し
て
最
初
に
、
風

・
鼠

。
賊
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
常
識
で
は
、
■

・
鼠

・
賊
は
、
い
ず
れ
も
、
「
悪
」
の
イ
メ
ー

ジ
の
強
い
も
の
で
、
そ
れ
を
同

一
視
し
て
も
、
別
に
お
か
し
く
な
い
。

し
か
し
、
兼
好
は
、
「善
」
に
繋
が
る
仁
義
と
仏
法
も
、
ス

・
鼠

・
賊

と
同
様
に
扱

っ
て
い
る
。
常
識
的
に
見
れ
ば
、
こ
れ
は
、
矛
盾
撞
着
と

し
か
言
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
『
荘
子
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
撞
着
が
多

く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『荘
子
』
に
お
け
る

「
盗
拓
」

に
注
目
し
て
、
本
文
と

『
南
華
真
経
注
疏
』
と
の
異
同
を
分
析
し
、
そ

れ
に
よ

っ
て

『
徒
然
草
』
第
九
十
七
段
と

『
南
華
真
経
注
疏
』
と
の
関

連
性
を
述
べ
た
い
。
ま
ず
、
「小
人
に
財
あ
り
、
君
子
に
仁
義
あ
り
」

二
句
の
出
典
と
さ
れ
る

『荘
子
』
・
騨
拇
篇
の
関
連
部
分
に
注
目
し
て

見
よ
う
。

（荘
子
）
伯
夷
死
二
名
於
首
陽
之
下
「
盗
距
死
二
利
於
東
陵
之
上
「

二
人
者
、
所
レ
死
不
レ
同
、
其
於
二
残
レ
生
傷

，
性
均
也
。
笑
必
伯
夷

之
是
、
而
盗
路
之
非
乎
。
天
下
墨
殉
也
。
彼
其
所
レ
殉
仁
義
也
、

則
俗
謂
二
之
君
子
ヽ
其
所
レ
殉
貨
財
也
、
則
俗
謂
二
之
小
人
「
其
殉

一
也
。
則
有
二
君
子
一焉
、
有
二
小
人
一焉
。
若
二
其
残
レ
生
損
レ
性
、

則
盗
路
亦
伯
夷
已
。
又
悪
取
二
君
子

・
小
人
於
其
閲
一哉
。
（伯
夷

は
名
に
首
陽
の
下
に
死
し
、
盗
距
は
利
に
東
陵
の
上
に
死
す
。
二
人
は

死
す
る
所
同
じ
か
ら
ぎ
る
も
、
其
の
生
を
残
ひ
性
を
傷
つ
く
る
に
於
て

は
、
均
し
き
な
り
。
実
ぞ
必
ず
伯
夷
を
之
れ
是
と
し
、
盗
路
を
之
れ
非

と
せ
ん
や
。
天
下
蓋
く
殉
な
り
。
彼
の
殉
ず
る
所
仁
義
な
れ
ば
、
則
ち

俗
に
之
を
君
子
と
謂
ひ
、
其
の
殉
ず
る
所
貨
財
な
れ
ば
、
則
ち
俗
に
之

れ
を
小
人
と
謂
ふ
。
其
の
殉
は

一
な
る
も
、
則
ち
君
子
と
有
し
、
小
人

と
有
す
。
其
の
生
を
残
ひ
性
を
損
ず
る
若
き
は
、
則
ち
盗
路
も
亦
伯
夷

の
み
。
又
悪
ん
ぞ
君
子

・
小
人
を
其
の
間
に
取
ら
ん
や
。）

中
国
の
歴
史
に
お
い
て
、
伯
夷
は
仁
義
の
徳
を
備
え
る
儒
家
的
人
物

と
し
て
知
ら
れ
、
盗
距
は
、
悪
名
高
い
巨
盗
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

荘
子
は
、
こ
の
二
人
の
死
を
挙
げ
て
、
仁
義
の
た
め
に
身
を
犠
牲
に
し

た
こ
と
で
、
世
間
か
ら
君
子
と
誉
め
ら
れ
、
財
の
た
め
に
身
を
犠
牲
に

し
た
こ
と
で
、
世
間
か
ら
小
人
と
非
難
さ
れ
る
が
、
命
を
失

っ
た
と
い

う
点
に
お
い
て
は
変
わ
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
荘
子
は
、
人
間
の
死
と

い
う
問
題
に
深
い
関
心
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
こ
の
問
題
に
接

近
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
「
無
為
自
然
」
と

「
万
物
斉
同
」

と
い
う
理
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
冒
頭
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、

荘
子
は
、
自
ら
の
理
論
の
正
当
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
儒
家
の
仁
義

道
徳
を
批
判
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
『南
華
真

経
注
疏
』
で
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

（郭
注
）
…
…
天
下
皆
以
レ
不
レ
残
為
レ
善
、
今
均
二
於
残

，
生
、
則

雖
二
所
レ
殉
不

，
同
、
不
レ
足
二
復
計

一也
。
性
霙
為
レ
易
哉
。
…
…
若

知
レ
述
之
由
二
乎
無
為
一而
成
、
則
絶
レ
尚
去
レ
甚
而
反
冥
二
我
極
・臭
。

曰
□
Ｍ
旧
□
胴
闇
日
曰
君
子
小
人
笑
碁
哉
。

（成
疏
）
…
…
伯
夷
殉
レ
名
、
死
二
於
首
陽
之
下
“
盗
路
貪
レ
利
、

煩
二
於
東
陵
之
上
「
乃
名
利
所
レ
殉
不
レ
同
、
其
於
二
残
傷

・未
レ
能
ニ

相
異
・也
。
抜
レ
俗
而
言
、
有
レ
美
有
レ
悪
。
以
レ
道
観
者
、
何
是
何



非
、
故
盗
拓
不
二
必
非

・伯
夷
豊
獨
是
。
…
…
従
二
於
仁
義
ヽ
未
始

離
レ
名
、
逐
二於
貨
財
ヽ
固
富
レ
走
レ
利
、
唯
名
興
レ
利
残
レ
生
之
本
、

即
非
二
天
理
「
…
…
其
所
レ
殉
名
利
、
則
有
二
君
子
小
人
之
殊
「
若

列

冒

日

Ｊ

到

到

倒

到

易

こ
こ
で
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
郭
象
が
、
世
俗
で
聖
人
と
言
わ

れ
る
尭
と
、
残
虐
無
道
で
知
ら
れ
る
条
を
挙
げ
て
、
「自
得
」
に
お
い

て
両
者
は
同
じ
だ
と
解
釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
儒
家
の
仁
義
道

徳
を
否
定
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
盗
賊
と
同
様
に
扱
う
荘
子
と
は
対
照

的
に
、
郭
象
は
尭

・
条
の

「自
得
」
を
挙
げ
て
、
君
子
も
小
人
も
自
ら

の
性
に
従
え
ば
、
自
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
仄
め
か
す
。　
一
方
、
傍

線
で
示
し
た
よ
う
に
、
成
玄
英
は
、
「
道
か
ら
見
れ
ば
、
是
非
の
区
別

は
な
い
。
故
に
盗
賊
は
必
ず
し
も
非
で
は
な
く
、
伯
夷
は
必
ず
し
も
是

で
は
な
い
」
と
郭
象
註
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
も
し
生
を
損
な
い
、
性

を
傷

つ
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
盗
賊
と
伯
夷
と
は
同
じ
で
あ
る
」
と
解

釈
す
る
。

つ
ま
り
、
成
玄
英
の
解
釈
は
結
論
と
し
て
は
荘
子
と
同
じ
で

あ
る
が
、
郭
象
の

「
自
得
」
の
立
場
に
同
調
し
て
解
釈
す
る
の
で
、
本

文
と
の
間
に
饂
嬬
が
生
じ
る
の
も
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
盗

路
篇
の
部
分
に
注
目
し
て
見
よ
う
。

（荘
子
）
世
之
所
謂
忠
臣
者
、
莫
レ
若
二
王
子
比
干

・
伍
子
膏
「
子

膏
沈
レ
江
、
比
干
剖
レ
心
。
此
二
子
者
、
世
謂
忠
臣
也
。
然
卒
鶯
ニ

天
下
笑
「
自
レ
上
観
レ
之
。
至
二
於
子
膏

・
比
干
ヽ
皆
不
レ
足
Ｌ
員
也
。

丘
之
所
コ
以
説
レ我
者
、
若
告
レ
我
以
二
鬼
事
ヽ
則
我
不
レ
能
レ
知
也
。

若
告
レ
我
以
二
人
事

・者
、
不
レ
過
レ
此
臭
、
皆
吾
所
二
聞
知
一也
。
今

五
星
Ｆ
子
以
二
人
之
情
「
目
欲
レ
視
レ
色
、
耳
欲
レ
聴
レ
費
、

日
欲
レ
察
レ

味
、
志
氣
欲
レ
盈
。
人
上
壽
百
歳
、
中
壽
八
十
、
下
壽
六
十
。
除
二

病
痩

・
死
喪

・
憂
患
ヽ
其
中
開
レ
ロ
而
笑
者
、

一
月
之
中
、
不
レ
過
二

四
五
日
・而
己
実
。
天
興
レ
地
無
レ
窮
、
人
死
者
有
レ
時
。
操
二
有
レ
時

之
具
ヽ
而
託
二
於
無
レ
窮
之
間
「
忽
然
無
レ
異
二
験
膜
之
馳
過
レ
隙
也
。

不
レ
能
下
悦
二
其
志
意

ヽ
養
中
其
壽
命
上
者
、
皆
非
二
通
レ
道
者

一也
。

（世
の
所
謂
忠
臣
は
、
王
子
比
干

・
伍
子
膏
に
若
く
は
莫
し
。
子
青
は
江

に
沈
め
ら
れ
、
比
干
は
心
を
剖
か
る
。
此
の
二
子
は
、
世
に
謂
ふ
忠
臣

な
り
。
然
れ
ど
も
卒
に
天
下
の
笑
ひ
と
為
る
。
上
自
り
之
を
観
て
、
子

膏

・
比
干
に
至
る
ま
で
、
皆
貴
ぶ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
丘
の
我
に
説
く

所
以
の
者
、
若
し
我
に
告
ぐ
る
に
鬼
事
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
我
知
る

こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
若
し
我
に
告
ぐ
る
に
人
事
を
以
て
す
れ
ば
、
此

に
過
ぎ
ず
。
皆
吾
が
聞
知
す
る
所
な
り
。
今
吾
子
に
告
ぐ
る
に
人
の
情

を
以
て
せ
ん
。
目
は
色
を
視
ん
こ
と
を
欲
し
、
耳
は
書
を
聴
か
ん
こ
と

を
欲
し
、
日
は
味
を
察
せ
ん
こ
と
を
欲
し
、
志
氣
は
盈
た
ん
こ
と
を
欲

す
。
人
上
壽
は
百
歳
、
中
壽
は
八
十
、
下
壽
は
六
十
。
病
痩

・
死
喪

。

憂
患
を
除
き
て
、
其
の
中
口
を
開
き
て
笑
ふ
者
、　
一
月
の
中
、
四
五
日

に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
天
と
地
と
は
窮
ま
り
無
く
し
て
、
人
の
死
な
る
者

は
時
有
り
。
時
有
る
の
具
を
操
り
て
、
窮
ま
り
無
き
の
間
に
託
す
。
忽

然
た
る
こ
と
駄
駿
の
馳
せ
て
隙
を
過
ぐ
る
に
異
な
る
無
き
な
り
。
其
の

志
意
を
悦
ば
し
、
其
の
壽
命
を
養
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
者
は
、
皆
道
に
通

ず
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
）

『
荘
子
』

に
は
、
盗
路
と

い
う
人
物
が
し
ば
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

-39-



る
。
盗
路
篇
は
、
そ
の
も

っ
と
も
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
こ
の
篇
に
お

い
て
、
ほ
し
い
ま
ま
に
悪
事
を
働
く

「盗
路
」
に
対
し
て
、
儒
家
の
代

表
人
物
で
あ
る
孔
子
が
善
を
勧
め
よ
う
と
す
る
が
、
却

っ
て
盗
路
か
ら
、

仁
義
の
偽
善
性
を
指
摘
さ
れ
、
そ
の
害
は
盗
賊
よ
り
も
大
き
い
と
批
判

さ
れ
る
。
盗
路
篇
に
お
け
る
こ
の
部
分
は
、
荘
子
が
儒
家
思
想
を
否
定

的
に
述
べ
る
背
景
を
集
中
的
に
反
映
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
荘
子

は
、
盗
路
の
口
を
借
り
て
、
世
俗
で
忠
臣
の
誉
れ
を
受
け
て
い
る
比
千

と
伍
子
膏
が
、
最
後
に
君
主
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
例
に
挙
げ
、
人
生

の
無
常
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
命
が
短
く
、
生
き
て
い
る
間

に
そ
の
心
を
喜
ば
せ
、
そ
の
寿
命
を
養
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
道
に

通
じ
る
者
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
死
と
い
う
も
の
に
対
す
る

荘
子
の
深
い
関
心
が
伺
え
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
郭
象
は
注
を
施
し

て
い
な
い
。
成
疏
に
は
、

（成
疏
）
夫
目
視
耳
聴
、
日
察
志
盈
、
国
旧
Ⅲ
聞
興

直
ホ之
造
物
、

豊
矯
情
而
篤
之
哉
。
…
…
夫
天
長
地
久
、
窮
境
稽
除
、
人
之
死
生
、

時
限
迫
促
。
以
二
有
レ
限
之
身
ヽ
寄
・猛
げ
窮
之
境
ヽ
何
異
三
乎
麒
駿

馳
走
過
二
隙
穴
一也
。
亜
、
急
也
。
狂
狂
、
失
性
也
。
仮
仮
、
不
足

也
。
夫
聖
述
之
道
、
仁
義
之
行
、
警
二
彼
蓮
慮
ヽ
方
二
弦
劉
狗
ヽ
執

而
不
レ
遣
、
惟
増
二
其
弊
「
…
…
虚
偽
之
事
、
何
足
論
哉
。

と
あ
る
。
成
玄
英
は
、
「人
之
死
生
、
時
限
迫
促
。
以
二
有
レ
限
之
身
ヽ

寄
二
無
レ
窮
之
境
「
何
異
三
乎
麒
験
之
馳
走
過
二
隙
穴
こ

と
述
べ
て
い
る

の
で
、
荘
子
の
思
想
を
忠
実
に
解
釈
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
「率

性
而
動
」
を
強
調
し
、
「聖
跡
之
道
」
、
「
仁
義
之
行
」
に
つ
い
て
も
、

こ
の
解
釈
方
針
に
も
と
づ
き
、
「執
而
不
レ
遣
」
を
そ
の
弊
害
と
し
て
指

摘
す
る
。

つ
ま
り
、
『荘
子
』
に
お
け
る

「盗
路
」
は
、
あ
く
ま
で
も
、

儒
家
の
仁
義
道
徳
を
否
定
的
に
述
べ
て
、
自
ら
の
思
想
の
正
当
性
を
強

調
す
る
た
め
に
、
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
成
玄
英
は

「率
性
」
を
強
調
す
る
。
「性
」
に
従
え
ば
、

「善
悪
」
の
区
別
が
な
く
、
「
仁
義
」
を
持

つ
人
で
も
自
得
で
き
る
の
に
、

孔
子
は
、
「
仁
義
」
に
と
ら
わ
れ
て
忘
れ
よ
う
と
し
な
い

（執
而
不
レ菫じ

の
で
、
結
局
は
そ
の
弊
を
増
す
ば
か
り
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。　
〓
一口
で

一言
え
ば
、
仁
義
そ
の
も
の
に
対
し
て
否
定
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
兼
好
の
儒
家
思
想
の
受
容
は
、
『
南
華
真

経
注
疏
』
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
。

『
徒
然
草
』
に
お
い
て
は
、
兼
好
が
無
常
観
を
述
べ
る
章
段
が
多
く
、

そ
の
中
に
は
、
人
生
の
有
限
を
強
調
し
て

「寸
陰
愛
惜
」
、
「諸
縁
放

下
」
を
強
く
主
張
す
る
の
も
あ
る
。
第
百
八
段
に

「
さ
れ
ば
、
道
人
は
、

遠
く
日
月
を
惜
し
む
べ
か
ら
ず
。
た
だ
今
の

一
念
、
む
な
し
く
過
ぐ
る

事
を
惜
じ
む
べ
し
。
」
、
ヨ

日
の
う
ち
に
、
飲
食

・
便
利

・
睡
眠

・
言

語

。
行
歩
、
や
む
事
を
え
ず
し
て
、
多
く
の
時
を
失
ふ
。
そ
の
余
り
の

暇
幾
ば
く
な
ら
ぬ
う
ち
に
、
無
益
の
事
を
な
し
、
無
益
の
事
を
言
ひ
、

無
益
の
事
を
思
惟
し
て
時
を
移
す
の
み
な
ら
ず
、
日
を
消
し
、
月
を
わ

た
り
て
、　
一
生
を
送
る
、
尤
も
愚
か
な
り
。
」
と
あ
り
、
第
百
十
二
段

に

「
心
の
暇
も
な
く
、　
一
生
は
雑
事
の
小
節
に
さ
へ
ら
れ
て
、
む
な
し

く
暮
れ
な
ん
。
日
暮
れ
塗
遠
し
。
吾
が
生
既
に
嵯
陀
た
り
。
諸
縁
を
放

下
す
べ
き
時
な
り
。
信
を
も
守
ら
じ
。
礼
義
を
も
思
は
じ
。
こ
の
心
を



も
得
ざ
ら
ん
人
は
、
物
狂
ひ
と
も
言

へ
、
う
つ
つ
な
し
情
な
し
と
も
思

へ
。
毀
る
と
も
苦
し
ま
じ
。
誉
む
と
も
聞
き
入
れ
じ
。
」
と
あ
る
よ
う

に
、
兼
好
は
、
緊
迫
し
た
口
調
で
、
人
生
の
は
か
な
さ
を
述
べ
、
今
こ

そ
あ
ら
ゆ
る
身
心
の
東
縛
を
捨
て
去

っ
て
仏
道
に
精
進
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
時
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「信
」
と

「礼
義
」
と

い
っ
た
本
来
儒
教
の
徳
目
で
、
人
間
が
守
る
べ
き
常
識
的
な
も
の
も
放

下
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
無
常

に
対
す
る
自
覚
に
お
い
て
、

『
荘
子
』
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

但
し
、
兼
好
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の

一
生
と
い
う
大
事
の
中
で
捉

え
、
し
か
も
、
そ
れ
に

「
さ
へ
ら
れ
て
」
い
る
場
合
を
強
調
す
る
の
で
、

「信
」
、
「礼
義
」
そ
の
も
の
を
否
定
的
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
徒
然
草
』
の
中
に
伸
一
兼
好
が
儒
家
の
仁
の
思
想
を
前
む
き
に
述
べ

る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
第
百
三
十
段
に
、
「物
に
争
は
ず
、

お
の
れ
を
柾
げ
て
人
に
従
ひ
、
わ
が
身
を
後
に
し
て
、
人
を
先
に
す
る

に
は
し
か
ず
。
」
と
い
う
主
題
を
掲
示
し
た
上
で
、
「人
に
本
意
な
く
思

は
せ
て
、
わ
が
心
を
慰
ま
ん
事
、
徳
に
背
け
り
。
睦
し
き
中
に
戯
る
る

も
、
人
を
は
か
り
あ
ざ
む
き
て
、
お
の
れ
が
智
の
ま
さ
り
た
る
事
を
興

と
す
。
こ
れ
又
、
礼
に
あ
ら
ず
。
」
と
あ

っ
て
、
儒
家
思
想
の
徳
目
を

基
準
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
兼
好
が

「
無
常
」
に
言
及
す
る
な
か
で
、

儒
家
思
想
を

「小
節
」
と
し
て
批
判
的
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

『
荘
子
』
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
が
、
儒
家
の
道
徳
そ
の
も
の
に
対
し

て
完
全
に
否
定
的
で
は
な
い
と
こ
ろ
は
、
又

『荘
子
』
と
違
う
。

第
九
十
七
段
に
お
い
て
、
兼
好
は
、
そ
の
物
に
付
き
、
そ
の
物
を
損

な
う
物
を
列
挙
し
た
だ
け
で
、
無
常
観
な
ど
に
つ
い
て
は
何
も
語

っ
て

い
な
い
が
、
関
連
の
あ
る

「荘
子
」
が
、
「
仁
義
」
と

「盗
距
」
を
同

様
に
扱

っ
て
い
る
背
景
に
は
、
人
生
有
限

へ
の
深
い
認
識
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
兼
好
が

「荘
子
」
を
踏
ま
え
て
、
仁
義

・
仏
法
の
弊
害
を
指

摘
す
る
の
も
、
彼
の
無
常
観
が
荘
子
の
思
想
と
共
鳴
し
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
兼
好
の
場
合
は
、
「
仁
義
」
、
「法
」
そ
の
も
の

に
対
し
て
否
定
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
弊
害

を
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
見
れ
ば
、
『南
華
真
経
注
疏
』

の
解
釈
に
も

っ
と
も
近
い
と
言
え
よ
う
。

二
、
『
徒
然
草
』
に
お
け
る

「
仁
義
」
と

『南
華
真
経
注
疏
』

に
お
け
る

「自
然
」

で
は
、
「
仁
義
」
、
「法
」
に
と
ら
わ
れ
る
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
連
し
て
橘
純

一
氏
の
解
説
が
注
目
さ
れ

Ｚつ
。

コ
や
鼠

。
賊
や
財
は
必
ず
し
も
、
身
や
家

。
国
や
小
人
の
必
然
的

な
構
成
要
素
で
は
な
い
点
最
後
と
異
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
は

最
後
の
二
句
を
い
い
出
す
漸
次
的
技
巧
の
た
め
に
添
え
た
も
の
な

る
こ
と
が
わ
か
る
。
仁
義
や
法
は
、
こ
れ
あ

っ
て
は
じ
め
て
君
子

た
り
僧
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
仁
義
弘
法
の
意
識
が
流
動

の
勢
い
を
失
い
固
定
し
て
し
ま
う
と
、
道
徳
宗
教
の
生
命
を
枯
渇

死
滅
せ
じ
め
る
も
の
だ
と
い
う
消
息
を
諷
し
た
も
の
で
あ
ろ
焚
。

「流
動
の
勢
い
を
失
い
固
定
し
て
し
ま
う
」
と
は
、
動
か
ず
、
停
滞



す
る
と
理
解
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
氏
の
解
釈
で
は
、
「仁

義
」
、
「法
」

へ
の
意
識
が
停
滞
し
て
し
ま
う
と
、
道
徳

・
宗
教
そ
の
も

の
が
終
焉
を
迎
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
通
念
を
風
刺
す
る
た
め
に

述
べ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
の
道
徳
を
規
範
化
し
、
人
々
に
守

ら
せ
、
浸
透
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
は
い
つ
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
兼
好
は

『荘
子
』
を
踏
ま
え
て
そ
の
弊
害

を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
荘
子
の
よ
う
に
仁
義

・
仏
法
そ
の
も

の
に
対
し
て
異
を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
荘
子
が
儒
家
の
仁
義
道
徳
を
否
定
的
に
述
べ

る
背
景
に
は
、
世
の
中
の
無
常
、
人
生
の
は
か
な
さ
に
対
す
る
認
識
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
無
為
自
然
と
万
物
斉
同
と
い
う
思
想
は
、
す
な
わ

ち
こ
の
認
識
論
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
荘
子
』
に
お
け
る

「自
然
」
が
、
人
間
の

「外
に
あ
る
自
然
」
と

「内
に
あ
る
自
然
」
に

分
け
ら
れ
て
い
る
。
「
外
に
あ
る
自
然
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
人
間
の
認

識
の
対
象
世
界
で
あ
る
。
そ
の
対
象
世
界
の
真
実
と
し
て
は
常
に
流
転

変
化
し
て
い
る
の
で
、
荘
子
は
、
こ
の
外
の
自
然
に
正
し
く
対
応
す
る

た
め
に
人
間
の

「内
に
あ
る
自
然
」
の

「
正
」
を
求
め
る
。
こ
こ
で
、

『
荘
子
』
に
お
け
る

「自
然
」
に
つ
い
て
、
『
南
華
真
経
注
疏
』
の
中
で
、

ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
、
『徒
然
草
』
第
九
十
七

段
と
の
関
連
性
を
論
じ
た
い
。
ま
ず
聯
拇
篇
の
冒
頭
に
注
目
し
て
み
よ

）ｎノ。
（荘
子
）
餅
栂

・
枝
指
、
出
二
乎
性
一哉
、
而
移
二
於
徳
ヽ
附
贅

・
縣

脱
、
出
二
乎
形
・哉
、
而
移
二於
性
「
多
コ
方
乎
仁
義
「
而
用
レ
之
者
、

列
二
於
五
蔵

一哉
、
而
非
二
道
徳
之
正

一也
。
（聯
拇

・
枝
指
は
性
に
出

づ
る
や
、
而
し
て
徳
よ
り
移
れ
り
。
附
贅

・
縣
眈
は
形
に
出
づ
る
や
、

而
し
て
性
よ
り
移
れ
り
。
仁
義
に
多
方
に
し
て
之
を
用
ふ
る
者
は
、
五

蔵
に
列
す
る
や
、
而
し
て
道
徳
の
正
に
非
ざ
る
な
り
。）

聯
拇
と
は
、
足
の
親
指
と
第
二
指
と
が
く

っ
つ
い
て
い
る
こ
と
。
人

体
性
質
上
、
先
天
的
な
も
の
と
は
い
え
、
正
常
な
人
間
の
持
ち
前
か
ら

み
れ
ば
余
分
な
も
の
で
あ
る
。
荘
子
の
目
的
と
し
て
は
、
儒
家
の
根
本

的
道
徳
で
あ
る

「
仁
義
」
を
批
判
し
、
人
間
の

「道
徳
之
正
」
を
説
く

こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『南
華
真
経
注
疏
』
に
は
、

（郭
注
）
・…
‥
此
則
聯
贅
皆
出
二
於
形
性
「
非
レ
俣
レ
物
也
。
然
餅
レ

興
レ
不
餅
、
是
於
レ
各
足
…
…
故
多
二
方
於
仁
義
一者
、
雖
レ
列
二
於
五

蔵
ヽ
然
自

一
家
之
正
耳
、
未
レ能
下
興
レ
物
無
方
而
各
正
中
性
命
上、
故

日
非
二
道
徳
之
正
「
…
…
故
各
守
二其
方

・則
少
多
無
レ
不
高
国
口
「

（成
疏
）
…
…
曾
史
之
徳
、
性
多
二
仁
義
「
羅
列
二
蔵
府

・而
施
二
用

之
「
此
直

一
家
之
知
、
未
レ
能
三
大
冥
二
萬
物
つ
夫
能
興
レ物
冥
者
、

故
富
非
レ
仁
非
レ
義
。
而
應
夫
仁
義
、
不
多
不
少
、
而
應
夫
多
少
。

千
変
萬
化
、
興
レ
物
無
レ
窮
、
無
レ
所
二
偏
執
ヽ
故
是
道
徳
之
正
也
。

と
あ
る
。
郭
象
は
、
聯
栂
を
余
分
な
も
の
と
し
て
見
る
荘
子
と
違

っ
て
、

「
餅
贅
」
は

「非
レ
似
レ
物
也
」
（物
を
偽
る
に
非
ず
）
と
い
っ
て
、
ま
ず

そ
の

「真
」
を
認
め
る
。
そ
の
上
で
、
ヨ

家
之
正
」
だ
か
ら
、
す
べ

て
の

「
物
」
、
各
々
の

「性
命
」
に
対
応
で
き
な
い
と
解
釈
し
て

「
荘

子
」
の
結
論

へ
導
く
が
、
「故
各
守
二
其
方
・則
少
多
、
無
レ
不
二
自
得
。
」

と
、
あ
く
ま
で
も

「自
得
」
と
い
う
自
ら
の
立
場
を
強
調
す
る
。
郭
注

-42-



を
踏
ま
え
て
、
成
玄
英
は
、
「
仁
義
」
を

「
一
家
之
知
」
と
し
て
そ
の

「自
然
性
」
を

一
応
認
め
る
が
ヽ
「千
変
萬
化
、
興
物
無
レ
窮
」
と
あ
る

よ
う
に
、
「変
化
」
を
強
調
し
、
そ
し
て

「無
所
偏
執
」
を

「道
徳
之

正
」
を
判
断
す
る
基
準
と
す
る
。
成
玄
英
は
、
荘
子
の

「自
然
」
を
解

釈
す
る
場
合
、
特
に
、
「我
之
自
然
」
を
強
調
す
る
。
荘
子
の

「
道
徳

之
正
」
の

「
正
」
の
解
釈
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

（荘
子
）
彼
正

（至
）
正
者
、
不
レ
失
・■
（性
命
之
情
”

（彼
の
至

（正
）
正
な
る
者
は
、
其
の
性
命
の
情
を
失
は
ず
。）

（郭
注
）
物
各
任
レ
性
、
乃
正
レ
正
也
。

（成
疏
）
以
二
自
然
之
正
理
一正
二
蒼
生
之
性
命
ヽ
故
言
レ
正
也
。
物

各
自
得
、
故
言
レ
不
レ
失
也
。
言
レ
自
然
者
、
即
我
之
自
然
、
所
彗
百

之
性
命
者
、
亦
我
之
性
命
也
。
豊
遠
哉
。

「正
」
に
つ
い
て
、
荘
子
は
み
ず
か
ら
、
其
の

「性
命
之
情
」
を
失

わ
な
い
と
解
釈
す
る
の
に
対
し
て
、
郭
象
は

「
物
各
任
レ
性
」
を

「
正
」

と
見
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
成
玄
英
が

「物
各
自
得
」
と
解
釈
し
た

上
で
、
更
に

「我
之
自
然
」
「我
之
性
命
」
と
い
っ
て
、
自
ら
の
自
然

を
守
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
成
玄
英
の

「我
之
自
然
」
は
、
自
分
の
自

然
に
拘
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
天
運
篇
か
ら

一
例
を
挙
げ
よ
う
。

（荘
子
）
孔
子
西
遊
二
於
衛
つ
顔
淵
間
二
師
金

一日
、
「
以
二
夫
子
之

行
・震
二
霙
如
置

師
金
日
、
「惜
乎
、
而
夫
子
其
窮
哉
。
」
（孔
子
西

の
か
た
衛
に
遊
ぶ
。
顔
淵
、
師
金
に
問
ひ
て
曰
く
、
「夫
子
の
行
を
以
て

実
如
と
鶯
す
か
」
と
。
師
金
曰
く
、
「惜
し
い
か
な
、
而
の
夫
子
其
れ
窮

せ
ん
か
な
」
と
。）

『
荘
子
』
に
お
い
て
、
儒
家
思
想
の
代
表
人
物
で
あ
る
孔
子
や
顔
回

を
登
場
さ
せ
る
寓
話
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
孔
子
が
儒
家
の
仁

義
道
徳
を
世
の
中
に
広
め
よ
う
と
し
て
諸
国
に
遊
説
す
る
も
の
の
、
酷

い
目
に
遭
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
取
り
上
げ
、
こ
れ
に

よ

っ
て
、
儒
家
の
仁
義
道
徳
が
流
転
変
化
の
世
の
中
に
適
応
で
き
な
い

か
ら
、
「
道
徳
の
正
」
で
は
な
い
こ
と
を
説
く
。
天
運
篇
の
こ
の
寓
話

は
、
孔
子
が
西

へ
衛
の
国
に
遊
説
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
顔
淵
が
師
金

に
尋
ね
る
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

郭
象
は
注
を
な
さ
な
か

っ
た
が
、
成
玄
英
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

（成
疏
Ｙ
言
仲
尼
叡
哲
明
敏
、
才
智
可
レ
惜
、
守
二
先
王
之
聖
述
ヽ

執
二尭
舜
之
古
道
ヽ
所
以
類
遭
レ
辛
苦
、
屡
致
二
困
窮
「

成
玄
英
は
、
孔
子
が
、
「
聖
述
」
、
「古
道
」
に
固
執
し
、
そ
し
て
、

そ
れ
を
す
べ
て
の
人
に
広
め
よ
う
と
す
る
か
ら
、
酷
い
目
に
遭
わ
さ
れ

た
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
成
玄
英
は
、
『
荘
子
』
に
お
け

る

「内
に
あ
る
自
然
」
を
解
釈
す
る
中
で
、
特
に

「
固
執
し
な
い
こ

と
」
、
「我
の
自
然
」
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

『荘
子
』
に
お

い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

天
運
篇
の
寓
話
と
類
似
す
る
記
述
は
、
『徒
然
草
』
第
二
百
十

一
段

に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
段
に
お
い
て
兼
好
は
、
深

く
物
を
頼
む
人
間
の
愚
か
さ
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

よ
ろ
づ
の
事
は
頼
む
べ
か
ら
ず
。
愚
か
な
る
人
は
、
深
く
も
の
を

頼
む
ゆ
ゑ
に
、
恨
み
怒
る
事
あ
り
。

勢
ひ
あ
り
と
て
、
頼
む
べ
か
ら
ず
。
こ
は
き
も
の
先
づ
ほ
ろ
ぶ
。
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財
多
じ
と
て
頼
む
べ
か
ら
ず
。
時
の
間
に
失
ひ
や
す
じ
。
才
あ
り

と
て
頼
む
べ
か
ら
ず
。
孔
子
も
時
に
遇
は
ず
。
徳
あ
り
と
て
頼
む

べ
か
ら
ず
、
顔
回
も
不
幸
な
り
き
。
君
の
寵
を
も
頼
む
べ
か
ら
ず
。

誅
を
受
く
る
事
速
や
か
な
り
。
奴
従

へ
り
と
て
頼
む
べ
か
ら
ず
。

背
き
走
る
事
あ
り
。
人
の
志
を
も
頼
む
べ
か
ら
ず
。
必
ず
変
ず
。

約
を
も
頼
む
べ
か
ら
ず
。
信
あ
る
事
す
く
な
し
。

身
を
も
人
を
も
頼
ま
ざ
れ
ば
、
是
な
る
時
は
喜
び
、
非
な
る
時
は

恨
み
ず
。
左
右
広
け
れ
ば
さ
は
ら
ず
。
前
後
遠
け
れ
ば
塞
が
ら
ず
。

狭
き
時
は
ひ
し
げ
く
だ
く
。
心
を
用
ゐ
る
事
少
し
き
に
し
て
き
び

し
き
時
は
、
物
に
逆
ひ
、
争
ひ
て
破
る
。
ゆ
る
く
し
て
や
は
ら
か

な
る
時
は
、　
一
毛
も
損
ぜ
ず
。

人
は
天
地
の
霊
な
り
。
天
地
は
限
る
所
な
し
。
人
の
性
な
ん
ぞ
こ

と
な
ら
ん
。
寛
大
に
し
て
極
ま
ら
ぎ
る
時
は
、
喜
怒
こ
れ
に
さ
は

ら
ず
し
て
、
物
の
た
め
に
煩
は
ず
。

こ
の
章
段
に
お
い
て
兼
好
は
相
対
世
界
の
す
べ
て
の
こ
と
が
頼
む
に

足
ら
ぬ
現
象
に
す
ぎ
な
い
の
を
明
証
し
、
し
か
も
人
間
の
本
性
が
天
地

と
等
し
く
、
無
限
の
可
能
性
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
及
び
、
そ
の
可

能
性
を
発
現
す
る
心
的
態
度
と
し
て
、
寛
容
と
柔
軟
な
姿
勢
を
示
唆
し

て
い
る
。
「
よ
ろ
づ
の
事
は
頼
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
主
題
を
掲
示
し

て
、
兼
好
は
多
く
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
傍
線
で
示
し

た
よ
う
に

「
財
」
と
同
じ
よ
う
に
儒
家
の
唱
え
る
才
徳
を
否
定
的
に
述

べ
て
い
る
。
こ
の
章
段
は
、
従
来
か
ら
老
荘
的
な
思
想
を
踏
ま
え
た
段

と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
兼
好
は
、
孔
子

・
顔
回
の
徳
そ

の
も
の
に
対
し
て
否
定
的
で
は
な
く
、
そ
の
才
徳
が
頼
む
べ
き
も
の
で

は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
孔
子
と
顔
回
が

そ
の
儒
家
道
徳
に
と
ら
わ
れ
て
、
世
の
中
の
変
転
無
常
と
い
う
現
実
に

正
し
く
対
応
で
き
な
い
と
い
う
老
荘
思
想
に
対
す
る
共
鳴
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

第
九
十
七
段
に
お
い
て
、
兼
好
が

『荘
子
』
を
踏
ま
え
た
上
で
、
儒

家
の
根
本
義
で
あ
る

「仁
義
」
、
仏
教
の
根
本
義
で
あ
る

「法
」
の
弊

害
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
『
荘
子
』
に
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
「仁

義
」
と

「法
」
を
、
流
転
変
化
の
な
か
で
、
捉
え
よ
う
と
い
う
姿
勢
が

伺
え
る
。
仁
義
も
法
も
、
人
間
の
内
面
に
あ
る
も
の
で
、
そ
れ
が
正
し

く
機
能
す
る
に
は
外
の
世
界
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

『荘
子
』
に
お
け
る

「自
然
」
と

一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
兼
好
は

荘
子
の
よ
う
に
、
「
仁
義
」
を

「道
徳
の
正
」
で
は
な
い
こ
と
を
批
判

し
て
、
そ
れ
を
完
全
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
「
そ

の
物
に
付
き
て
、
そ
の
物
を
費
し
そ
こ
な
ふ
」
と
い
う
前
提
を
強
調
し

て
、
「
仁
義
」
、
「法
」
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
で
は
、

こ
れ
は

『荘
子
』
本
文
で
は
な
く
、
『
南
華
真
経
注
疏
』
の
解
釈
と

一

致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一二

『
徒
然
草
』
に
お
け
る

「法
」
と

『南
華
真
経
注
疏
』

に
お
け
る

「法
」

『
徒
然
草
』
第
九
十
七
段
の
最
後
の

一
句

「
僧
に
法
あ
り
」
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
そ
の
前
の
二
句
、
即
ち

「小
人
に
財
あ



り
、
君
子
に
仁
義
あ
り
」
が

『
荘
子
』
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
受
け

て
、
こ
れ
も
老
荘
的
な
考
え
だ
と
い
う
ふ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
能
勢
朝
次
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

か
よ
う
な
老
荘
的
な
考
え
方
が
、
兼
好
自
身
に
お
い
て
、
仏
法
と

融
合
し
、
破
綻
を
見
せ
な
い
で
い
る
と
い
う
の
は
、
兼
好
自
身
に

お
い
て
も
、
仏
法
は
み
ず
か
ら
を
止
観
禅
定
の
安
ら
か
さ
に
置
き
、

精
神
上
の
真
の
自
由
に
遊
ぶ
た
め
の
も
の
と
考
え
て
お
り
、
他
に

働
き
か
け
る
と
か
他
を
救
済
す
る
と
か
い
う
風
な
、
他
人
相
手
の

流
布
宣
布
に
対
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
関
心
を
持

っ
て
い
な
い
た
め

で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

『
徒
然
草
』
に
お
い
て
は
、
心
の
安
ら
ぎ
を
求
め
て

「
ま
こ
と
」
を

語
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
十
八
段
に
お
い
て
、
兼
好
は
、
「名
利
に
使

は
れ
て
、
し
づ
か
な
る
い
と
ま
な
く

一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ
、
愚
か
な

れ
」
と
い
う
主
題
を
掲
げ
て

「伝

へ
て
聞
き
、
学
び
て
知
る
は
、
真
の

智
に
あ
ら
ず
。
い
か
な
る
を
か
智
と
い
ふ
べ
き
。
可

・
不
可
は

一
条
な

り
。
い
か
な
る
を
か
善
と
い
ふ
。
ま
こ
と
の
人
は
智
も
な
く
徳
も
な
く
、

功
も
な
く
名
も
な
し
。
」
と
述
べ
、
第
七
十
五
段
に
お
い
て
は
、
「
い
ま

だ
誠
の
道
を
知
ら
ず
と
も
、
縁
を
は
な
れ
て
身
を
閑
に
し
、
こ
と
に
あ

づ
か
ら
ず
し
て
心
を
安
く
せ
ん
こ
そ
、
暫
く
楽
し
ぶ
と
も
言
ひ
つ
べ
け

れ
。
「生
活

。
人
事

・
伎
能

。
学
問
等
の
諸
縁
を
や
め
よ
」
と
こ
そ
、

摩
訂
止
観
に
も
侍
れ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
徒
然
草
』
に
お
け
る

「
ま

こ
と
」
は
、
先
行
研
究

で
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
儒

・

佛

。
老
荘
」
思
想
の
融
合
し
た
も
の
で
あ
範
。
第
九
十
七
段
に
お
い
て
、

兼
好
は
、
「
ま
こ
と
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、

『
荘
子
』
を
踏
ま
え
て

「財

・
仁
義
」
の
弊
害
を
指
摘
し
、
そ
の
上
で
、

さ
ら
に

「仏
法
」
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
能
勢
氏
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
「老
荘
的
な
考
え
方
が
、
兼
好
自
身
に
お
い
て
、
仏

法
と
融
合
し
、
破
綻
を
見
せ
な
い
で
い
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

「僧
に
法
あ
り
」

一
句
は
、
単
に
老
荘
的
と
い
う
表
現
で
は
済
ま
な
い
。

『
荘
子
』
に
も

「法
」
と
い
う
語
が
見
え
、
そ
れ
は
確
か
に

「仏
法
」

と
は
全
く
違
う
も
の
で
、
儒
家
道
徳
の
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

『荘
子
』
に
お
い
て
、
「法
」
と
い
う
語
は

「
仁
義
」
、
「徳
」
な
ど
の
よ

う
に
頻
出
す
る
言
葉
で
は
な
く
、
言

っ
て
み
れ
ば
、
日
立
た
な
い
存
在

で
あ
る
が
、
成
玄
英
疏
に
お
い
て
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
『南
華
真
経
注

疏
』
で
は
、
「法
」
が

「仁
義
」
と
同
じ
く

「率
性
」
、
「自
得
」
か
ら

述
べ
ら
れ
、
特
に
仏
教
思
想
と
関
連
づ
け
て
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
『
南
華
真
経
注
疏
』
に
お
け
る

「法
」

に
注
目
し
て
、
『徒
然
草
』
第
九
十
七
段
に
お
け
る

『
荘
子
』
受
容
を

更
に
検
討
し
て
み
た
い
。
先
ず

『
荘
子
』
に
お
い
て
、
「
法
」
と
い
う

語
が
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

（荘
子
）
彼
曾

・
史

・
楊

・
墨

・
師
噴

・
工
任

・
離
朱
、
皆
外
立
二

其
徳
ヽ
而
以
綸
コ
乱
天
下

一者
也
。
囲
□
之
所
レ
無
レ
用
也
。
（彼
の

曾

・
史

・
楊

・
墨

・
師
噴

。
工
任

。
離
朱
、
皆
外
に
其
の
徳
を
立
て
て
、

以
て
天
下
を
綸
乱
す
る
者
な
り
。
法
の
用
ふ
る
無
き
所
な
り
。）

こ
れ
は
肱
筐
篇
か
ら
挙
げ
た

一
例
で
あ
る
。
怯
筐
と
は
、
木
箱
の
こ

と
で
あ
る
。
荘
子
は
こ
の
篇
に
お
い
て
、
こ
そ
泥
に
備
え
る
た
め
に
、



木
箱
に
錠
前
を
が
ん
じ
ょ
う
に
つ
け
る
の
は
世
間
の

一
般
の
常
識
で
あ

る
が
、
大
泥
棒
が
、
押
し
入
る
と
、
そ
の
木
箱
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま

持

っ
て
い
く
と
い
う
例
を
挙
げ
て
、
儒
家
の
仁
義
道
徳
の
弊
害
を
述
べ

る
。
こ
こ
で
、
「法
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
道

徳
規
範
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

（郭
注
）
此
数
人
者
、
所
レ
稟
多
レ
方
、
故
使
レ
天
下
躍
而
敷
レ
之
。

数
レ
之
則
失
レ
我
、
我
失
由
レ
彼
、
則
彼
鶯
二
乱
主

・臭
。
夫
天
下
之

大
患
者
、
失
レ我
也
。
若
夫
囲
胴
Ｍ
□
□
者
、
視
不
レ
過
二
於
所
レ
見
、

故
衆
目
無
レ
不
レ
明
、
聴
不
レ
過
二
於
所
ラ
間
、
故
衆
目
無
レ
不
レ
聡
。

…
…
徳
不
レ
過
二
於
所
●
得
、
故
群
徳
無
レ
不
〓
日、
安
用
レ
立
レ
所
レ

不
レ
逮
下
於
性
分
之
表
Ｆ
使
二
天
下
・奔
馳
而
不
レ
能
二
自
反
・哉
。

（成
疏
）
以
下
前
数
子
、
皆
稟
レ
分
過
告
人
、
不
レ
能
下
朝
レ
光
匿
レ
燿
、

而
揚
レ
波
激
ｔ
俗
、
標
二
名
於
外
ヽ
引
レ
物
従
レ
己
、
舷
二
燿
群
生
「
天

下
亡
徳
而
不
レ
反
レ
本
レ
。
失
レ
我
之
原
、
斯
之
由
也
。
囲
園
口
圏
岡

団
日
剛
囲
回
胴
円
旧
開
圏
園
脇
Ш
而
曾
史
之
徒
、
以
レ己
引
レ物
、

既
無
レ
益
二
於
営
世
ヽ
亦
有
レ
損
二
於
将
来
ヽ
国
□
国
胴
日
日
園
旧
閉

岡
日
Ⅲ
岬

郭
象
は

「法
之
所
レ
無
レ
用
」
を
述
べ
る
荘
子
と
対
照
的
に
、
「法
之

所
用
」
を
指
摘
し
、
「性
分
之
表
」
に
徳
を
立
て
よ
う
と
す
れ
ば
、
天

下
を
乱
し
、
自
我
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
釈
す
る
。
成
玄
英
も
、

『荘
子
』
と
逆
な
方
向
か
ら
解
釈
し
、
「率
レ
性
而
動
、
動
必
由
レ
性
」
と

い
っ
て
、
ま
ず

「法
之
妙
」
を
強
調
す
る
が
、
そ
の

一
方
で
は
、
「
曾

史
之
徒
」
の

「
以
レ
己
引
レ
物
」
を
取
り
上
げ
、
「法
の
無
益
」
を
解
釈

し
て
、
『荘
子
』

へ
接
近
す
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
成

玄
英
は
、
仏
教
思
想
を
取
り
入
れ
て
、
『荘
子
』
を
解
釈
す
る
と
こ
ろ

が
多
い
。
こ
の
部
分
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
「
翰
レ
光
匿
レ
燿
」
、
「舷
二
燿

群
生
」
と
い
っ
た
、
仏
教
用
語
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
て

い
る
の
で
、
「法
之
妙
」
と
い
う
語
は
、
仏
教
思
想
を
意
識
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
荘
子
の
根
本
思
想
を
集
中

的
に
表
わ
す
斉
物
論
篇
の
解
釈
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

（荘
子
）
古
之
人
、
其
知
有
レ
所
レ
至
臭
。
悪
乎
至
。
有
下
以
為
レ
未
ニ

始
有
ラ
物
芸
卦

至
実
。
墨
央
。
不
レ
可
二
以
加
一夫
。
…
…
無
レ適
焉
、

因
是
己
。
（古
の
人
、
其
の
知
至
れ
る
所
有
り
。
悪
く
に
か
至
れ
る
。

以
て
未
だ
始
め
よ
り
物
有
ら
ず
と
為
す
者
有
り
。
至
れ
り
。
養
く
せ
り
。

以
て
加
ふ
可
か
ら
ず
。
…
…
適
く
無
し
。
因
是
の
み
。
）

こ
れ
は
斉
物
論
篇
か
ら
挙
げ
た
例
で
あ
る
。
「古
の
人
」
と
は
、
す

な
わ
ち

「真
人
」
の
こ
と
で
あ
る
。
荘
子
は
こ
こ
で
、
古
の
人
の
明
知

が
そ
の
極
み
に
到
達
し
て
い
た
と
述
べ
て
、
「真
人
」
の

「知
」
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
南
華
真
経
注
疏
』
で
は
、
次
の

よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

（郭
注
）
此
忘
二
天
地
「
遺
二
萬
物
ヽ
外
不
レ
察
二
乎
宇
宙
ヽ
内
不
レ

覚
二
其

一
身
ヽ
故
能
噴
レ
然
無
レ
累
、
興
レ
物
倶
往
、
然
無
レ
所
レ
不
レ

應
也
。
…
…
各
止
二
於
其
所
・能
、
乃
最
是
也
。

（成
疏
）
至
造
極
之
名
也
。
淳
古
聖
人
、
運
二
智
虚
妙
「
雖
二
復
和
レ

光
混

，
俗
、
而
智
則
無
レ
知
。
動
不
レ
乖
レ
寂
、
常
真
妙
本
。
所
レ
至

之
義
、
列
二
在
下
文
一也
。
仮
設
二
疑
間
ヽ
於
何
而
造
レ
極
耶
。
未
始
、
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猶
二
未
曾
「
国
囲
□
日
日
目
因
日
開
日
□

唯
物
興
レ
我
、
内
外
成

空
。
四
句
皆
非
、
蕩
然
虚
静
、
理
墨
二
於
此
ヽ
不
二
後
可
レ
加
。
答
ニ

於
前
間
ヽ
意
以
明
二
至
極

・者
也
。
…
…
夫
曰
旧
囲
目
四
、
何
獨
明

言
。
是
知
無
即
無
非
、
有
即
非
有
、
有
無
名
数
、
営
体
皆
寂
。

こ
こ
で
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
『荘
子
』
本
文
に
も
、
郭
注
に
も

「法
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
疏
に

は
、
「世
所
レ
有
レ法
、
悉
皆
非
レ
有
」
、
「諸
法
空
幻
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「法
」
を
取
り
上
げ
、
し
か
も
、
完
全
に
仏
教
思
想
に
基
い
て
解
釈
し

て
い
る
。
斉
物
論
を
具
現
す
る

「真
人
」
に
つ
い
て
も
、
仏
教
思
想
を

踏
ま
え
て

「
運
二
智
虚
妙
己
、
「動
不
レ
乖
レ
寂
」
、
「常
真
妙
本
」
と
解
釈

し
て
、
「智
」
の

「妙
」
を
強
調
し
て
い
る
。
儒
家
思
想
の

「仁
義
」

を
解
釈
す
る
時
、
成
玄
英
は
、
荘
子
の
よ
う
に
、
人
間
を
東
縛
す
る
も

の
と
し
て
批
判
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「性
」
に
従
え
ば
、
「真
の

智
」
が
得
ら
れ
、
「法
」
と
し
て
の
妙
も
あ
る
と
指
摘
す
る
。
騨
拇
篇

に
注
目
し
て
み
よ
う
。

こ
の
篇
に
お
い
て
、
荘
子
が

「
仁
義
」
を
餅
拇
に
警
え
て

「
道
徳
の

正
」
で
は
な
い
こ
と
を
説
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
言
及
し
た
が
、

「聯
拇
」
の
例
に
続
い
て
荘
子
は
、
更
に
人
間
を
束
縛
す
る
も
の
と
し

て

「仁
義
」
を
批
判
す
る
。

（荘
子
）
且
夫
待
二
鉤
縄
規
矩
・而
正
者
、
是
削
二
其
性

・也
。
待
二
縄

（経
）
約
膠
漆

・而
固
者
、
是
侵
二
其
徳
・也
。
屈
折
濃
楽
、
吻
念
仁

義
、
以
慰
二
天
下
之
心
・者
、
此
失
二
其
常
然
一也
。
…
…
故
天
下
誘

然
皆
生
、
而
不
レ
知
・■
（所
コ
以
生
「
同
焉
皆
得
、
而
不
レ
知
・■
（所
コ

以
得
「
故
古
今
不
Ｌ
一、
不
レ
可
レ
所
也
。
（且
つ
夫
れ
鉤
縄
規
矩
を
待

ち
て
正
し
き
者
は
、
是
れ
其
の
性
を
削
る
な
り
。
経

（縄
）
約
膠
漆
を

待
ち
て
固
き
者
は
、
是
れ
其
の
徳
を
侵
ふ
な
り
。
屈
折
の
膿
楽
、
晦
念

の
仁
義
、
以
て
天
下
の
心
を
慰
ふ
る
者
は
、
此
れ
其
の
常
然
を
失
は
じ

む
る
な
り
。
…
…
故
に
天
下
誘
然
と
し
て
皆
生
じ
て
、
其
の
生
ず
る
所

以
を
知
ら
ず
、
同
焉
と
し
て
皆
得
て
、
其
の
得
る
所
以
を
知
ら
ず
。
故

に
古
今
二
な
ら
ず
し
て
、
麗
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
。）

「
鉤
縄
規
矩
」
と

「縄

（経
）
約
膠
漆
」
は
い
ず
れ
も
、
木
材
を
矯

め
た
り
、
固
め
た
り
す
る
た
め
に
使
う
工
具
で
あ
る
が
、
荘
子
は
、
こ

れ
を
も

っ
て

「
仁
義
」
を
警
え
、
そ
し
て
人
間
は
、
こ
の
鉤
縄
規
矩
を

待

っ
て
正
さ
れ
ば
、
そ
の
性
を
削
ら
れ
、
「縄

（経
）
約
膠
漆
」
を

待

っ
て
、
固
め
ら
れ
れ
ば
、
其
の
徳
を
侵
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
荘
子
は
、
仁
義
は
、
人
間
を
束
縛
す
る
も
の
と

し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

（郭
注
）
夫
物
有
二
常
然
ヽ
任
而
不
レ
助
、
則
沢
然
自
得
而
不
二
自

覚
一也
。
同
レ
物
、
故
興
レ
物
無
生
一而
常
全
。

（成
疏
）
鉤
曲
縄
直
、
規
園
矩
方
也
。
夫
物
頼
二
鉤
縄
規
矩

一而
後

曲
直
方
園
也
、
此
非
二
天
性
一也
。
諭
下
人
待
二
教
述
・而
後
仁
義
者
、

非
中
真
性
上
也
。
夫
真
率
レ
性
而
動
、
非
レ
暇
レ
學
也
。
故
矯
レ
性
偽
レ

情
、
舎
レ
己
効
レ
物
而
行
二
仁
義
者
、
是
減
三
削
毀
二
損
於
天
性
一也
。

約
、
東
縛
也
。
固
、
牢
也
。
侵
、
傷
也
。
同
問
日
囲
囲
Ш
。
夫
待
二

縄
索
約
束
、
膠
漆
・堅
固
者
、
斯
緩
二
外
物
「
非
二
真
牢
・者
也
。
喩
下

學
二
曾
史

一而
行
レ
仁
者
、
此
矯
偽
、
非
中
賓
性
上
也
。
既
乖
二
本
性
ヽ



得
「
雖
三
復
時
有
二
古
今
ヽ

所
三
以
侵
二
傷
其
徳
・也
。
…
…
誘
然
生
レ
物
、
稟
レ
氣
受
レ
形
、
或
方

或
園
、
乍
曲
乍
直
、
亭
レ
之
毒
レ
之
、
各
足
二
於
性
「
悉
莫
レ
排
二
其

然
ヽ
皆
不
レ
知
三
所
コ
以
生
ヽ
豊
措
二
意
於
縁
慮
ヽ
情
係
二
於
得
失
・者

乎
。
是
知
屈
折
陶
喩
、
失
・■
（常

一也
。
夫
見
二
始
終

一不

一
者
、

囲
旧
囲
固
□

也
。
観
二
古
今
之
不
二
一者
、
国
日
И
円
囲

也
。
是

以
不
レ
生
而
生
、
不
レ
知
レ
所
コ
以
生
「
不
レ
得
而
得
、
不
レ
知
レ
所
コ
以

国
。

成
玄
英
は

「教
述
」
を
待

っ
て
、
後
に

「
仁
義
」
を
獲
得
す
る
の
は
、

真
の
性
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
上
で
、
「真
」
と
は
、
性
に
し
た
が

っ

て
行
動
す
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
学
を
偽

っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

「徳
」
と
は
、
「真
智
」
の
こ
と
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
荘
子
は
、
斉
物

論
を
展
開
さ
せ
る
時
、
「真
知
」
を
説
く
が
、
そ
の
荘
子
の

「真
知
」

に
つ
い
て
、
成
玄
英
は
仏
教
思
想
を
取
り
入
れ
て
解
釈
す
る
の
で
、

「真
智
」
も
、
荘
子
の

「真
知
」
と
仏
教
の

「実
智
」
と
融
合
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
成
玄
英
は
仏
教
に
お
け
る

「
凡
情
」
と

「
聖

智
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の

「
聖
智
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
「真
智
」

の
こ
と
で
あ
る
。
「真
智
」
を
有
す
れ
ば
、
「
是
以
不
レ
生
而
生
、
不
レ

知
レ
所
コ
以
生
「
不
レ
得
而
得
、
不
レ
知
レ
所
コ
以
得
こ

と
あ
る
よ
う
な
自

然
な
妙
が
得
ら
れ
、
そ
し
て
、
「千
変
萬
化
」
が
あ

っ
て
も
、
「法
」
と

し
て
は

「無
二
所
損
こ
、
「
常
唯

一
」
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

成
玄
英
は
、
「
仁
義
」
を

一
方
的
に
批
判
す
る

『荘
子
』
と
違

っ
て
、

性
に
従
え
ば
、
「法
」
も

「真
智
」
と
し
て
の

「妙
」
が
あ
り
、
絶
え

ず
変
化
す
る
世
の
中
に
対
応
で
き
る
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
徒
然
草
』
第
九
十
七
段
に
お
い
て
、
兼
好
が
、
「
そ
の
物
に
付
き
て

そ
の
物
を
費
し
そ
こ
な
ふ
物
」
と
し
て

「法
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

「法
」
は
、
仏
法
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
『荘
子
』
本
文
の

「法
」
と
全
く

違
う
も
の
で
あ
る
が
、
『荘
子
』
を
踏
ま
え
て

「小
人
に
財
あ
り
、
君

子
に
仁
義
あ
り
」
と
述
べ
る
兼
好
に
と

っ
て
、
「
仁
義
」
の
弊
害
を
指

摘
す
る
時
、
荘
子
の
よ
う
に
人
間
を
束
縛
す
る
も
の
と
し
て
見
て
い
る

の
は
む
し
ろ
当
然
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
荘
子
に
お
け
る

「法
」
は
仁
義
道
徳
の
代
名
詞
と
し
て
完
全
に
否
定
す
る
が
、
兼
好
の

場
合
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
場
合
の
弊
害
を
指
摘
し
て

い
る
。
以
上
考
察
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
や
は
り
成
疏
を
た
よ
り
に
荘
子

を
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

終
わ
り
に

以
上
本
稿
で
は
、
『
徒
然
草
』
第
九
十
七
段
に
お
け
る

『荘
子
』
受

容
に
つ
い
て
、
『南
華
真
経
注
疏
』
に
注
目
し
て
再
考
を
行

っ
て
き
た
。

荘
子
の
根
本
思
想
は
、
無
為
自
然
と
万
物
斉
同
で
あ
る
。
荘
子
は
こ
の

根
本
思
想
を
述
べ
る
背
景
に
は
、
世
の
中
の
無
常
、
人
生
の
は
か
な
さ

に
対
す
る
深
い
認
識
が
あ
る
。
兼
好
は
、
無
常
観
を
語
る
と
き
、
儒
家

道
徳
を

「小
節
」
と
し
て
述
べ
、
第
九
十
七
段
に
お
い
て
は
、
荘
子
思

想
を
踏
ま
え
て
、
儒
家
の
根
本
道
徳
で
あ
る

「
仁
義
」
を
ス

・
鼠

・
賊

と
同
様
に
扱
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
彼
の
自
覚
的
無
常
観
と
荘
子
の
人

生
有
限
と
い
う
認
識
と
の
共
鳴
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、



兼
好
は
、
「
仁
義
」
を
否
定
的

に
述

べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
最
後

に

仏
教

の
根
本
義

で
あ
る

「
法
」
も
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る

弊
害
を
指
摘
し

て
い
る
。
『
南
華
真
経
注
疏
』

に
お
い
て
、
儒
家

の
仁

義
道
徳
を
解
釈
す
る
場
合
、
荘
子

の
よ
う
に
そ
れ
を
完
全

に
否
定
す
る

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の

「
偏
執
」
に
よ
る

「
弊
害
」
を
指
摘

す
る
。
成
玄
英
は

「
自
得
」
、
「
率
性
」

の
立
場
か
ら
、
「
仁
義
」
を
解

釈

し
、
そ
し

て
、
そ
れ
を
仏
教

思
想

に
依

拠

し

て
解
釈

し
、
そ

の

「
法
」
と
し
て
の

「
妙
」
を
唱
え
る
。
だ
か
ら
、
『
徒
然
草
』
第
九
十
七

段

に
お

い
て
、
兼
好
が

「
仁
義
」
「
法
」
を
ミ

・
鼠

・
賊

。
財
と
同
様

に
扱

っ
て
い
る
の
は
、
『
南
華
真
経
注
疏
』

に
よ
る

「
荘
子
」

の
理
解

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

注（
１
）
『徒
然
草
』
第
九
十
七
段
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集

『徒
然
草
』
の
頭
注
の
解
説
に

「財
は
有
用
で
あ
り
、
仁
義
も
法
も
道
の

根
本
義
、
そ
れ
ぞ
れ
人
の
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
プ
ラ
ス
が
、
そ
れ
に
捉
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
マ
イ
ナ

ス
に
逆
転
す
る
こ
と
を
、
コ
や
鼠
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
示
し
た
も
の
。
作
者

の
明
識
と
い
う
べ
き
で
、
そ
の
思
想
の
弁
証
法
が
か
い
ま
み
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

（２
）
『南
華
真
経
注
疏
』
は
、
晋
の
郭
象
の
注
に
初
唐
の
道
士
成
玄
英
が
疏
を

つ
け
た

『荘
子
』
の
注
釈
書
で
あ
る
。
そ
の
日
本
で
の
受
容
に
つ
い
て
は
、

王
迪
氏
が
著
書

『
日
本
に
お
け
る
老
荘
思
想
の
受
容
』
（国
書
刊
行
会
　
一
一

〇
〇

一
年
二
月
）
に
詳
細
な
考
察
を
行
わ
れ
て
お
り
、
『徒
然
草
』
に
お
け

る
受
容
に
つ
い
て
は
、
神
田
秀
夫
氏
が

「
日
本
に
お
け
る
荘
子
」
（神
田
秀

夫
論
集

『東
か
ら
見
た
河
と
江
と
』
明
治
書
院
　
一
九
八
四
年
十
月
）、
「荘

子
管
見
」
「
南
船
北
馬
―
日
中
比
較
文
学
論
集
』
明
治
書
院
　
一
九
九
七
年

七
月
）
に
お
い
て
、
第
七
段
に
お
け
る

「夏
の
蝉
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て

兼
好
は
成
疏
を
た
よ
り
に
郭
注
で
荘
子
を
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推

論
を
さ
れ
て
い
る
。
神
田
氏
の
推
論
を
う
け
て
、
拙
稿

「
『徒
然
草
』
第
七

段
と

「荘
子
」
再
考
―

「夏
の
蝉
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
翁
詞
林
』
第
二
十
八

号
　
大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
　
一
一〇
〇
五
年
十
月
）、
「
徒
然
草
』

第
二
十
八
段
に
お
け
る

「荘
子
」
受
容
考
」
―

「智
」
を
手
懸
り
と
し
て

―
」
（コ
ｍ文
』
第
八
十
七
輯
　
一
一〇
〇
六
年
十
二
月
）
に
お
い
て
、
『南
華

真
経
注
疏
』
に
注
目
し
、
兼
好
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
荘
子
を
受
容
し
て

い
た
か
を
述
べ
た
。

（３
）郭
象
の

「荘
子
注
」
と

『荘
子
』
本
文
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
田
中
隆
史

氏
は

「郭
象
の

「自
得
」
に
つ
い
て
―

コ
一虫
」
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
」

（大
久
保
隆
郎
教
授
退
官
記
念
論
集

『漢
意
と
は
何
か
』

東
方
書
店
　
一
一〇

〇

一
年
十
二
月
）
に
お
い
て
逍
進
遊
篇
に
注
目
し
て

「郭
象
の
考
え
る

「逍

進
」
は

一
部
の
特
殊
な
人
だ
け
に
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
ら
ゆ
る
人

（物
）
に
可
能
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
の

「逍
蓬
」
は
現
実
の
生
活
の
中
で
可

能
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「逍
邊
」
の
間
に
優
劣
や
貴
賤
は
な
い
、

と
い
う
三
点
で
あ
る
。
コ
一虫
」
に
即
し
て
言
う
と
、
「鵬
」
の
大
い
な
る
飛

翔
だ
け
が
、
「逍
蓬
」
な
の
で
は
な
く
、
「蝿

・
学
鳩
」
の
飛
翔
も

「逍
進
」

で
あ
り
、
ど
ち
ら
も

「自
然
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「性
に
適
う
」
「其

の
分
に
足
る
」
「自
得
す
る
」
と
い
う
意
味
で
は

「
二
虫
＝
鵬

。
鯛
」
は
、

ま
た

「
二
虫
」
の

「逍
追
」
は
斉
し
く

「
一
」
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『荘
子
』
に
お
け
る
儒
家
思
想
の
批
判
に
つ
い
て
襲
鵬
程
氏
は
、
「成
玄
英
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的
荘
子
疏
」
「
唐
代
思
潮
』
（上
）
佛
光
人
文
社
会
学
院
　
一
一〇
〇

一
年
六

月
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

尋
求
自
然
興
名
教
的
調
和
、
係
魏
晋
玄
学
的
主
要
傾
向
。
且
営
時
談
老
荘

者
雖
多
、
孔
子
是
聖
人
的
観
念
働
未
動
揺
。
或
視
孔
子
為
己
健
無
者
、
老
荘

僅
係
能
言
無
者
、
或
企
図
説
明
老
荘
興
孔
子
不
相
衝
突
。
郭
象
注
即
是
在
這

種
行
氣
雰
中
篤
成
、
並
想
処
理
這
些
問
題
。
所
以
他
努
力
把
荘
子
拝
撃
孔
子

之
語
、
解
釈
成
孔
子
無
心
以
成
化
。
…
…
成
玄
英
面
対
的
問
題
、
不
是
要
調

和
孔
興
老
、
自
然
興
名
教
。
他
是
姑
在
道
教
徒
宣
教
的
立
場
、
枠
撃
儒
墨
、

貶
抑
仲
尼
、
並
吸
収
佛
家
来
推
挙
老
荘
。
…
…
成
疏
的
特
殊
立
場
、
亦
即
反

対
行
仁
義
而
並
不
反
仁
義
。
他
認
為
仁
義
本
出
於
天
理
、
只
要
率
性
、
便
能

有
仁
義
、
鼓
吹
仁
義
、
叫
人
学
為
仁
義
、
則
是
執
滞
倣
効
、
捨
己
御
人
。

（引
用
者
訳
　
自
然
と
名
教
と
の
調
和
を
図
る
の
は
、
魏
晋
玄
学
に
お
け

る
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
。
当
時
、
老
荘
を
好
む
者
が
多
か
っ
た
と
は
い
え
、

孔
子
を
聖
人
と
み
る
観
念
は
ま
だ
動
揺
を
見
せ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
孔
子

が
無
の
体
験
者
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
老
荘
は
た
だ
無
を
語
る

者
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
老
荘
と
孔
子
が
思
想
的
に
矛
盾
し
な
い
と
い
う

説
明
が
企
て
ら
れ
て
い
た
。
荘
子
注
は
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
で
、
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
郭
象
は
、
『荘
子
』
に
お
け
る
孔
子
批
判
に
対

し
て
、
孔
子
の
無
心
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
…
…
成
玄
英
が
直
面
す
る
間

題
は
、
孔
子
と
老
子
、
自
然
と
名
教
を
調
和
す
る
の
で
は
な
く
、
道
教
徒
と

し
て
の
官
一教
と
い
う
立
場
に
立

っ
て
、
儒
墨
を
批
判
し
、
孔
子
を
貶
め
、
仏

教
思
想
を
吸
収
し
て
老
荘
を
持
ち
上
げ
る
の
で
あ
る
。
…
…
成
玄
英
の
特
殊

な
立
場
と
し
て
、
仁
義
を
行
う
こ
と
に
は
反
対
す
る
が
、
仁
義
そ
の
も
の
に

は
反
対
し
な
い
。
彼
は
、
仁
義
と
い
う
も
の
は
も
と
も
と
自
然
に
生
れ
た
も

の
で
、
性
に
従
え
ば
、
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仁
義
を
広
め
た
り
、

人
に
学
ば
せ
た
り
す
る
の
は
、
偏
執
で
あ
り
、
模
倣
で
あ
る
。
己
れ
に
も
、

他
人
に
も
害
を
齋
す
行
為
で
あ
る
。
）

（４
）常
廣
麻
子

「徒
然
草
研
究
―
兼
好
の
論
語
的
思
想
」
「
東
洋
大
学
短
期
大

学
論
集
』
・
日
本
文
学
編
　
第
二
十
七
号
　
一
九
九
〇
年
度
）
参
照

（
５
）橘
純

一
著

『評
徒
然
草
新
講
』
（武
蔵
野
書
院
　
一
九
五

一
年
十
月
）

（６
）
森
三
樹
三
郎

『中
国
思
想
史

・
上
』
（第
二
文
明
社
文
庫
　
一
九
七
八
年

五
月
）

（７
）安
良
岡
康
作

『徒
然
草
全
注
釈
』
（角
川
書
店
　
一
九
六
八
年
五
月
）

（８
）古
澤
未
知
男

「漢
籍
引
用
よ
り
見
た
徒
然
草
の
一
考
察
」
「
日
本
漢
文
学

史
論
考
』
岩
波
書
店
　
一
九
七
四
年
十

一
月
）
参
照

（９
）
能
勢
朝
次

「老
荘
的
人
生
観
の
側
面
」
（能
勢
朝
次
著
作
集

・
第
二
巻

『中
世
文
学
研
究
』

思
文
閣
出
版
　
一
九
八

一
年
六
月
）

（１０
）
田
村
憲
治

「
ま
こ
と
の
道
―
儒

・
仏

・
老
荘
」
翁
国
文
学
』

一
九
八
九
年

二
月
号
）
参
照

※

『徒
然
草
』
本
文
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『方
丈
記
　
徒
然

草
　
正
法
眼
蔵
随
聞
記
　
歎
異
抄
』
（小
学
館
）
に
よ
っ
た
。
『荘
子
』
本
文

の
引
用
は
全
釈
漢
文
大
系

『荘
子
』
（集
英
社
）
に
よ
り
、
訓
読
文
も
こ
れ

に
よ

っ
た
。
郭
象
註

。
成
玄
英
疏
は
長
澤
規
矩
也
編
、
和
刻
本

『諸
子
大

成
』
（古
典
研
究
会
）
に
よ
り
、
『南
華
真
経
註
疏
』
（中
華
書
局
）
を
参
照

し
た
が
、
訓
読
文
に
つ
い
て
私
に
訂
正
を
施
し
た
箇
所
が
あ
る
。

（ち
ん

。
へ
い
さ
ん
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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